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；く論文〉 ； 

藩士の鷹場と地域－尾張藩士横井家を事例に－

The Hawking Grounds of Feudal Retainers and Area : j 

A Case Study on the Yokoi Family in the Owari Domain 

要旨

鷹場と、そこに住む民衆の生活はどのように関係

していたのだろうか。鷹場領主権と地域の生業という

視点からこの問題を扱った研究はほとんどないのが

現状である。そこで、、本稿においては、尾張藩家臣

横井家の鷹場（現愛知県愛西市）を事例にして、こ

の問題の検討を行ったD

まず横井家に鷹場が与えられた経緯を検討した

上で、横井家をめぐる服喪が鷹場に与えた影響、さ

らに村方の生業と鷹場の関係の分析を行ったo

その結果、明らかになったのは以下のことで、あるD

鷹場において、民衆による狩猟は禁止または制限を

受けるものであり、横井家鷹場においてもそれは同

様で、あったoしかし、実際には漁猟は勿論のこと、烏

猟についても一定の条件の下で許可されていたの

である。その主眼は窮民の生活保障で、あったoその

ため、横井家当主らの死去にともなう服喪において

は、横井家が狩猟を控えている期間よりも早く、民衆

側は狩猟を許可される配慮、がなされていた。

さらに、領主の漁猟にあたって「打網」などを定雇

とすることによって、鷹場は地域の人々の生業補助

の役割も果たしていたと考えられるD

総括すると横井家の鷹場では民衆の生業維持が

第一に考えられており、こうした一連の施策は、鷹場

領主としての「御救」行為の実践として捉えるべ

きものと結論した。
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Abstract 

There is not much existing research on the 

relationship between the villagers’livelihood 

and hawking grounds. Therefore, in this 

paper, we examine this relationship through 

the case of the hawking grounds of the Yokoi 

family of the Owari clan (present-day Aisai 

city in Aichi prefecture). 

We study the circumstances under which 

hawking grounds were given to the Yokoi 

family, the effects of the period of mourning 

for feudal lords -such as the Yokoi -on 

hawk-hunting, as well as the relationship 

between the villagers’livelihood and hawking 

grounds. 

As a result, the following things became 

clear. Hunting on hawking grounds was 

forbidden or restricted for the general 

public, and it was the same for the Yokoi 

family as well. However, in reality, fishing 

and bird-hunting was allowed under certain 

conditions. Their main focus was securing 

the livelihood of the poor. Therefore, during 

the period of mourning upon the death of a 

feudal lord, the general public was allowed 



hunt earlier than the Yokoi family’s 

hunting period. 

Furthermore, hawking grounds can also 

be considered to have played a role in the 

livelihood of the local people by providing 

them with regular employment in making 

casting nets ( uchiami) for the fishing 

activities of the lords. 

Maintaining the people’s livelihood was 

considered the first priority in the Yokoi 

hawking grounds. I concluded that such a 

sequence of policy should be caught as 

practice of a“osukui”act as Lord of the 

hawking grounds. 

はじめに

鷹場1についての研究は、これまで主に江戸周

辺地域の支配の問題として検討されてきた。江戸

から玉里四方の地域には将軍家の鷹場（御拳場）

が設定され、さらにその外側に御三家の鷹揚や捉

飼場（鷹の訓練の場）などが存在し、関東地域の

鷹場の同心円的な構造が明らかにされてきてい

る20

一方で、江戸周辺一関東地域以外の鷹場につい

ては、藩の鷹場を中心に研究が行われてきた。福

田千鶴氏は、福岡藩における近世前期～後期の鷹

場・御猟場支配について論じ3、同藩を事例に、

鷹場に棲息していた鳥類の種類や保護の実態な

ど、鷹場と環境の関係について明らかにしてい

る4。藩鷹場については、他領を含めた近江一国

単位の鷹場を有する彦根藩の実態と、鷹場認識に

ついて検討した岡崎寛徳氏の研究5、尾張藩の鷹

場の概要をまとめた木原克之氏の研究6などが

あるが、いまだその数は江戸周辺地域の鷹場研究

に比較すれば、多くない状況である。

こうした研究史の中で問題なのは、鷹場支配権

と個別領主権の問題に踏み込んだ研究があまり
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見られない点である。伊藤孝幸氏は、交代寄合高

木家を事例とし、同家が他領である伊勢圏内で鷹

狩りや川殺生を行い、自家の鷹場として使用して

いることを指摘しているにこうした個別の領主

権と鷹場の支配権がどのように関係していたの

かは興味深い問題であり、特に藩鷹場においては

どうだ、ったのか検討を進めていく必要がある。

藩の鷹場の中には、給人領主が鷹場を有してい

たり、または知行を持たずに鷹場のみを保有する

例もあったが、藩の鷹場研究自体も少ない状況に

あって、こうした藩士が所有し管理していた鷹場

の実態についてはほとんど明らかになっていな

そこで、本稿では尾張藩士である横井家（横井

伊折介家9）の鷹場を分析し、以下の 2点につい

て検討したい。

①民衆の生業としての狩猟と、鷹場はどのよう

に関わっていたのか。

②鷹場を支配する鷹場領主は、この①の問題を

どのように調整し、民衆の生活を成り立たせてい

たのか。

なぜこの 2点が問題であるのかを説明したい。

まず①についてo鷹場は鷹場領主にとっての狩猟

の場であり、そのために民衆の狩猟が規制される

ことは、すでに江戸周辺地域の鷹場の研究によっ

て明らかにされてきている。根崎光男氏は、鷹場

領主が時期や地域に制限を加えつつ生業を許可

し、その代りに鳥や魚を上納させるなどの支配関

係を築いていたとされる。そこでは、鷹場領主と

民衆の聞には互酬的な社会関係が存在していた

とする 100

しかし、「領主の狩猟Jと「民衆の狩猟」がど

のように関係していたのかという点に踏み込ん

でこの問題を論じた研究は、関東の捉飼場を対象

とした榎本博氏の研究以外、ほとんどみられない。

榎本氏は捉飼場における生活規制が地域の生業

に配慮していたことを明らかにしている 11が、

このような「生活者としての民衆の狩猟Jという

視点からあらゆる鷹場を再検討していくことが



必要で、はないだろうか口そこで、本稿においては、

生活者としての民衆の立場から、その狩猟が領主

の狩猟とどのような関係にあったのかを検討し

ていきたい。

次に②についてD この問題は鷹場の研究史でも

検討されていないだけでなく、村落史研究におい

ても明らかにされていないテーマであるD 深谷克

己氏の百姓成立論では、農家経営維持をめぐって

領主と百姓の双務的関係、及び関係、意識が明らか

にされている 12。しかし、そこには生業として

の「狩猟jをどう位置づけるのか、いう視点が欠

けている。また、平野哲也氏は、生業の多様性に

着目し、主穀生産を基軸にしつつも環境に適応し

て条件のよい生業に乗り出していく主体的な百

姓の姿を明らかにしている 13。しかし、平野氏

のような視点に立って、鷹場に住む民衆がどのよ

うにして生業を選択し、領主がそれをどう調整し

ていたのかという研究はみられない。

このような状況になっているのは、おそらく村

落史の分野では、鷹場の問題を支配制度の問題と

して片づけ、生活を成りたたせるためのシステム

として位置づける視点が欠けているからであろ

フ。

そこで、本稿では、鷹場を支配する主体を「鷹

場領主」と定義し、鷹場に住む人々の生活を成り

立たせるためにどのような調整を行っていたの

かを検討する。特に、本稿で検討する横井家の場

合、自らが知行を持たない鷹場であるため、より

鷹場領主としての性格を抽出しやすい事例とい

えよう。

さて、横井家の鷹場についてはその概要が『八

開村史通史編』 14にまとめられており、本稿

においてはその成果に学びつつ上記の課題に迫

っていきたい。具体的には、鷹場の設定という環

境変化によって、そこに住む人々の生活にどのよ

うな変化が起こったのかを明らかにする。特に地

域の漁業に対する影響を、領主の服喪との関係、

また生業維持の関係、から検討していきたい。

対象とする時期は、横井家が鷹場を再度拝領す
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る天保5年（1834）から、同 13年までの期間で

ある。天保 13年に、佐屋川と木曽川の一部が横

井家の鷹場附拝領となっており 15、この年は横

井家の鷹場にとって、領域が拡張する節目の年に

あたる。横井家の鷹場拝領による地域の環境変化、

民衆の生活への影響を分析する関係上、本稿では

鷹場拝領直後の時期を扱うこととしたい16 0 

史料は、『八開村史資料編3』17所収の「御

鷹場留」を主に用いる。天保5年から安政3年

(1856）まで収録されており、同史料は、岩田大

蔵家文書の一部である。岩田家は、「本貫地を野

田（中島郡祖父江町）として赤目横井家に仕えて、

代々御鷹役を勤め 18」ていたとされ、同史料は、

横井家の鷹場についての触や書付などが書き留

められている。横井家の鷹場の実態がよくわかる

史料である口

本稿では、 1.で横井家の鷹場を概観した上で、

2.で服喪をめぐる狩猟規制の問題を検討する。

3.では、生業維持をめぐる領民の訴願の実態を

検討し、最後に4.で、は狩猟にあたって民衆の中

から定期的に雇用される者が出ていたことを指

摘したい。

1 .横井家の鷹場と拝領経緯

①横井家の系譜と鷹場

横井家の系譜や領地、鷹場については、『八開

村史通史編』に詳しく書かれている 19 0 以下

にまとめてみたい。

横井家は、室町時代後期に、海東と海西の両郡

を領した国人の一族である口以後、赤目横井家を

宗家として、藤ケ瀬横井家や祖父江横井家などが

分出した。赤目横井家は、時安の代に旧領のおお

よそ半分である五千八百石を徳川家康より与え

られ、松平忠吉の幕下に加えられた。元和 6年

(1620）に尾張藩主徳川｜義利より知行目録の黒印

状を受け、時安は藩中で七番目に広い知行地（海

西郡 15か村・中島郡 11か村）を領することにな

った。



図1 赤目横井家系図

『八開村史通史編』 150頁の図 4-18

（飯尾利夫氏作成）を転載。

その後、尾張藩では正保2年（1645）に高概20

が行われた。この改正は、①石高の増加、②藩の

蔵入地の増加・給地の減少、③給人の実収入低下、

④給地の割替、⑤平均免の確定をもたらすもので

あったと評価されている 21 0 この改正にともな

う知行地の変更により、横井家の尾張国の知行は

落伏村（赤目村）を残して没収となり、替りに美

濃国で知行地を与えられることとなった。

次に、横井家と鷹狩りの関係、について述べる。

横井家が鷹狩りを行うようになったのは、時泰22 

の代かその先代である時延の代であるとされる。

時安の時には、徳川義直に鷹の扱い方等について

範を示したと伝えられ、また一族の下祖父江横井

猪右衛門家が尾張藩の代々の鷹匠を務めるなど、

横井一族と鷹狩りの関係は深いものがあった。

それでは、横井家の鷹場はどのような領域に設

定されていたのか。先に記した通り、元和6年に

は中島郡・海西郡の 26か村を知行地として拝領

し、その領域は、横井家の鷹場になっていたとさ

れる。しかし、元禄6年（1693）には生類憐みの
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図2 天保5年～13年横井家鷹場図

『八開村史通史編』 179頁の図 4-24

（飯尾利夫氏作成）を転載。

令のために鷹場は返上となる。その後、天保5年

に再び与えられることになるが、その領域は図 2

の濃い網掛けの部分で、あった。なお、粗い網掛け

なっている佐屋川と木曽川の部分は、天保 13年

に鷹場附拝領となった範囲を示している。

横井家の鷹場となっている地域は正保の高概

前は、横井家の知行（海西郡）で、あった地域であ

る。秦達之氏は文政年間成立の『尾張イ旬行記』の

記述をもとに、同地域の特質について次のように

述べている。それは、輪中地帯にあって生産力が

低く、かっ堤防決壊の危機に晒されているため、

「車田民」や「小百姓」が多いということである 23 

先に記した通り、正保2年の高概によって、横



井家の知行 26か村のうち赤目村だけが同家の所

領として残されていた。したがって天保5年に鷹

場を拝領した時点で、横井家は、赤目村を除いた

その他の村々にとって、知行を有しない純粋な鷹

場領主となった。

鷹場の庶務を主として扱っていたのが用人の

岩田小弥太で、あった 24 0 後に嘉永4年（1851)

に鷹場増拝領となると御鷹場奉行が新設され、こ

の岩田がその任に就くことになった25 0 

また、この時鷹場となった領域においては、そ

れまで鳥類を尾張藩の鷹方役所が、また魚類は所

付代官所が担当し、村方に対して運上銀上納を条

件に狩猟を許可していた。それが横井家鷹場にな

ったことで、鳥魚の運上銀を徴収する権利は横井

家が握ることになったのである 26 0 

②鷹場拝領の経緯

それでは、横井家が鷹場を拝領する経緯につい

て述べたい。

〔史料1〕

右ニ付、今日御家老役諏訪太兵衛御差出被遊

候処、淡路守様御達、左之通御書付御渡被成、

御前江可申上旨被仰渡候由、

但、太兵衛衣服品平服也、

先規之通、旧知其外在所近辺村々、鷹場ニ

被致拝領度旨願之趣及言上候所、先々赤目

村近郷ー曲輪、鷹場ニ被下置旨被

仰出候、委細者御側御用人可相達候、

六月 27 

この史料は、天保5年 6月における横井家の鷹

場拝領を示すものである。尾張藩の山路淡路守よ

り横井家家老の諏訪太兵衛に達書として渡され

た。これは、横井家側が旧領や所領近辺の村々で

の鷹場拝領を求めていたことに応じたもので、

「赤目村近郷一曲輪Jが鷹場として与えられてい

る。ここから、鷹場を与える主体は尾張藩で、あっ

たこと、また横井家側の求めに応じる形で拝領に

至ったことが分かる。

天保5年 6月 8日、鷹場拝領にあたって尾張藩
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の御側御用人より以下の達を受けている。

〔史料2〕

今般赤目村近郷一曲輪、鷹場ニ被下置旨仰

出候、就夫右村々場境等之儀、別紙之通御心

得可被成候、且又御鷹方取扱筋村方障ニ相成

侯儀者、何ニよらず村方申旨ニ任、井御拳場

を初御家中鷹場殺生場共、鳥追候儀等年中村

方勝手次第取斗候筈、天明年申渡之趣有之候

問、此段猶更御承知有之、前顕村々江御家来

御差遣、鷹遣井殺生等、為御取斗之節も柔和

ニいたし、 JWPも、村方障無之様可致旨、御家

来中江も精々御申付可被成候、是等之趣可相

達旨、淡路守殿被仰聞候、尤、右之趣村方江

も為申渡候、初、別紙壱通進達仕候、 以上

六月八日 高橋司書

横井伊折介様28

傍線部にある通り、御鷹方の「取扱Jについて、

村方の差支えになることについてはすべて「村方

申旨」によることとしている。そして、尾張藩の

鷹場（御拳場）や家中鷹場、殺生場とも、天明期29 

と同様に鳥を追い払うことは村方の勝手次第で

あることを確認している口村方へ家来を派遣して

鷹を使い、また殺生を行うときも「柔和」にし、

村方の差支えにならないように、家来中へも申し

付けるようにされたいとある。

ここから、鷹場拝領にあたって、村々の障害と

ならないよう配慮をするべきことが伝えられて

いることが分かる。住民の生活に支障をきたさな

いことが鷹狩りの条件となっているのであり、審

士鷹場の性格として興味深い点といえよう。

鷹場に指定された村方に対してどのような支

配がなされたかは、法度書を分析して明らかにし

たい。

〔史料3〕

定書

今度其村々、屋敷鷹場ニ拝領有之候、被

得其意、村々おゐて、致殺生候儀有之間

敷事ニ候得共、猶更心得違無之様村中之

者江も寄々可被申関候、右ニ付締筋之儀、



左之通可被相心得候、

村々おゐて鳥追候儀ハ、天明年、可為御

触之通候、

但、鳥追候儀勝手次第之事ニハ候得

共、殺生道具を以追、或ノ＼鷹野先、

其外殺生先妨ニ可相成儀、遠慮可致

事勿論ニ候、

鷹場内おゐて、屋敷印鑑無之分、殺生一

切不相成事ニ候、依之村々江合印鑑壱枚

ッ、相渡候問、預リ置、致殺生侯者有之

候ハ＼右印鑑与引合、若、印鑑無之者致

殺生、其外、怪敷品も有之候ハ＼早速

可被申達候、

足革有之鷹ノ＼据上、早速指出可申候、足

革無之鷹之分ノ＼一切手差間敷候、其内、

病烏等ニ而、飛行難相成鷹ハ、是又、早

速、差出可被申候、

但、落烏有之候ハ、何鳥ニ市も不隠

置、早々、差出可被申候、

諸烏之巣、一切、手指申間敷候、

但、鳶鵜之巣、落捨候事、村方可為

勝手次第候、

雲雀、村々ニ市為飼候儀、一切不相成候、

村々ニ市何烏ニ市も、放飼、堅致問敷候、

但、鶏ノ＼不苦候、

鷹場内廻村為致候者之内、休泊井人足継

立方之儀等、申談候ノ＼＼印鑑相改、可被

取扱候、尤、木銭米代等之諸入用を初、

人足賃銭相対を以、為相払候条、村方費

用不相立様、其当人15可被請取候、

家来之輩、殺生差遣候向江者、諸事村方

差障ニ不相成様ニ与之儀、別紙之通申渡

有之候付、右写壱通相渡候、書面之趣被

得其意、心得違之向も候ノ＼＼姓名等承札、

柳、無用捨可被申達候、若、家来之内心

得違之者有之、其者迷惑可相成与内済等

相頼候共、被取唆候儀者ハ、尤有之問敷

候得共、万一、右体之儀等有之候市者、

却而不締之基ひと成、後日相顕候ハ＼村
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方難渋之筋ニ可相成哉も難斗、芳、不可

然条、兼市其心得可有之候、

鷹野を初家来差越、殺生為取斗候儀等、

其節々村方江者、不申通辞筈ニ候、

鳥見役之者ノ＼節々為相廻事候、

右之趣申談候、付而者、村々之差障ニ相

成候時も候ノ＼＼無遠慮其節々可被申出

候、吟味之上、何れとも可有勘弁候、

右之通、村中末々迄不洩様申渡、堅可被相守

候、

午十月 30

この史料は、天保5年 10月に鷹場村々の庄屋

に対して鷹場懸りの両名 31より申し渡された定

書である。横井家が尾張藩の意を受けて定めたも

のであり、その内容は村方において遵守すべき事

項と、鷹場役人などが廻村してきた時の対応に分

かれる。

前者としては、①村方の者による殺生の禁止、

②屋敷印を持たない者が殺生を行っていた場合

の通告、③足革のある鷹を見つけた時の差出、④

諸鳥の巣に触れることの禁止、⑤鶏以外の鳥飼育、

が挙げられる。村方がこれらの事項を守ることに

より、鷹場の烏の生息状況を良好なものに保つこ

とが主眼である。

後者については、鷹場役人の休泊・人足継立に

ついて記されている。村方で役人が所持している

印鑑を確認した上、木銭米代などの入用、人足賃

銭などをその役人に支払わせ、村方が支出しでは

ならないと定められている。その上で、横井家家

来が殺生のために遣わされてきた時の対応につ

いて、次のように書かれている。

まず「家来之輩」には、万事村方の「差障」と

ならないように申渡しているので、もしJ心得違い

をしている者があれば、その姓名を控えて報告を

すること、また家来が内々で済ませるように求め

てきても、決して応じではならないとしている。

以上、横井家の鷹場においては、尾張藩の意を

受けた同家によって、村方の狩猟が禁止され、鷹

場の環境が確保されることになった。しかし、一



方では鷹場の存在によって村方の生活を脅かす

ことの無いよう、横井家側の配慮がなされていた

ことも明らかになった。次に、こうした配慮、の実

態を個別にみていきたい。

2. 民衆の生業と服喪

①横井家当主をめぐる服喪

本節では、横井家や尾張徳川家、徳川将軍家を

めぐる服喪によって鷹場での狩猟行為がどのよ

うな影響を受けていたのかを検討したい。特に鷹

場領主による狩猟と、鷹場に住む民衆の狩猟とで

は、服喪期間に違いがあったのかが課題となる口

天保5年から天保 13年までの間では、服喪の

事例は四件ある。そのうち一件は横井家のもので

あり、残りは尾張藩の二件と、大御所徳川家斉の

ものである。以下ではそれぞれのケースについて

みていきたい

まず横井家の事例を検討する。天保7年 10月

5日に時宜が 67歳で死去した32 0 三日後の 10

月8日には、鷹場である 14か村の庄屋にその事

実を伝える触が岩田より出されている 33 0 早尾

村をはじめとした「殺生御免」の 9か村の庄屋に

対しては、「村方広も差免置候魚烏殺生之儀、一

切不相成筈候、此段、村中江申談、急度為相慎可

被申候」として殺生を禁止すべき旨も伝達されて

し、る 34 0 

ただし、この狩猟の停止は村方だけに求められ

ているものではなく、家中の狩猟についても同様

であり、鷹場の「一旦差上」も検討されるほどで

あった。そして殺生に関わる「雇札」、および餌

差役の「小鳥札」、留守居役らへ渡しておいた札

は全て引揚げられることになった35 0 

殺生が停止された 9か村に対しては、 11月6

日より殺生を許可する触が出されているが、その

理由は「全御救之儀ニ付、此節15御免ニ相成候付J

としている 36 0 11月 19日の条には次のようにあ

る。
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〔史料4〕

御殺生之儀、御一周御法事被為済候迄ハ

御慎被遊筈候、付而ハ当年被

仰付置候がこし其外紗付等、不残揚払候

様ニとの御事ニ付、今日広御在所江相越、

夫々為揚払候事、

但、がこしニ居候魚ハ、不残逃し

候、右がこしハ江西村池ニ弐本有

之候付、於右村人足為出あげさせ

候、賃銭ハ追而相払候、

葛木村赤池江もがこし入させ置候、是ハ

当春願之趣有之、為御救殺生人共江魚わ

けニ而入させ置候付、先々其分ニ差置止

市、御忌明之上為揚払、魚之儀ノ＼為御

救入させ候事ニ付、不残殺生人共江被下

筈之事37 

これによれば、家中の者による殺生については、

一周忌まで控えることとなっている口また、「が

こし」「紗付」といった魚を捕獲するための畏に

ついても残らず撤去し、そこにかかっている魚に

ついては放すことが命じられている。このように

横井家中の者による狩猟については、厳しく禁じ

られていることが分かる。

それに対して、葛木村赤池にしかけた「がこし」

については、殺生人たちの「御救」のためであり、

したがってそのまま忌明まで、待って取り払い、そ

こにかかっている魚については残らず殺生人た

ちへ下げ渡すこととしているのである。

実際に同年 12月 15日には、同地の「がこしJ

が引き上げられ、用人岩田も見分をしている。そ

の下で、「がこし」 7本にかかっていた魚代料銭

2貫が積み立てられ、残らず殺生人たちへ与えら

れた38 0 

また、戸倉村地内の賛立殺生のために雇われて

いた者たちが、「差懸り渡世之方便無之jとして、

「重而賛立取斗候節迄、先願之通差免候」となっ

ている 39 0 この先願の内容が判然としないため、

殺生が許された始期は不明であるが、雇用されて

いた者たちの生活のために漁が許可されたこと



は確かであるロ

このように、鷹場領主の死去にともなう服喪に

おいて、家中に対しては厳格に適用されているの

に対し、生業として狩猟を営む者に対しては、よ

り短い期間で猟の再開が許されているのである。

②横井家当主以外の服喪事例

このような服喪の状況は、鷹場領主である横井

家当主の死去によるものだけではなかった。尾張

藩主徳川斉温やその室である俊恭院、さらに将軍

徳川家斉の死去も対象となっている。いずれにお

いても、殺生御免となっていた 9か村については、

一定の服喪期間をおいて狩猟が許可されている D

服喪によって狩猟が禁じられてしまうことは、

それを生業とする民衆にとっては死活問題であ

った。さらに、徳川斉温や俊恭院の場合、棺の通

過時や法事の時期には再び殺生が禁止されてい

たのである。そのため、次のような民衆の生業へ

の配慮がなされていた。

〔史料5〕

早尾始、紗殺生御免之九ヶ村江旧冬烏

殺生差免置候処、右ハ

大御所様亮御ニ付、殺生永々差留置候付、

可為難渋ニ付、及言上候処、右同様之思

召ニ付日割を以割渡候、前条之儀ニ付、

戸倉村賛立運上之儀も日割を以、差戻遣

候事、

但、請取書ノ＂ .3rJ紙綴入ニ綴置40

これによれば、殺生御免となっていた早尾村ほ

か9か村については、殺生禁止となったことへの

対応として、「日割」をもって補償を行うとして

いる。同様に戸倉村賛立の運上金について補償分

は差し戻されているD

このように、服喪のため殺生ができない期間に

対する補償も行われていたので、あった。鷹場にお

いても、漁を生業とする人々の生活を維持するた

めの手段が講じられていたことが知られるので

ある D

以上の事例から、横井家の鷹場においては、鷹
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場領主である横井家側の狩猟は控えられていて

も、民衆の狩猟は行われるという状態が出現して

いたので、あった。ここから、民衆の狩猟への生業

保護が、鷹場の論理よりも実質的には優先されて

いたことが看取されるのである。

それでは、なぜ生業の保護を優先しなくてはな

らなかったのか。筆者は、そこに鷹場領主として

の性格が現れていると考える。先にも述べたとお

り、横井家の鷹場においては、赤目村を除き、横

井家は知行を有していなし、。そうで、あっても鷹場

領民に対して服喪を命じることができる関係で

あり、かっ領主だ、からこそ「御救Jをする主体と

して立ち現れなければならなかったのである。そ

の表面化が、服喪期間の軽減＝民衆の生業保護と

いうことで、あったと考えるのが妥当である D

この鷹場領主としての性格は、狩猟の許可をめ

ぐる訴願においてより顕著に現れる。 3.ではそ

れを検討していきたい。

3. 民衆の生業と狩猟の許可

①生業維持のための訴願

本節では鷹場に住む民衆がどのようにして自

らの生業を維持していったのかを検討したい。

天保5年 11月、早尾村など 9か村が次のよう

な願書を提出した。それは、①9か村は水損の場

所で、「御高内堀禿重田」などにしているが、深

水の年柄は凶作となる土地柄であること、②その

堀江通に紗を捕らえて渡世をしているものが数

多くいることから、横井家の鷹場となった後も、

「堀禿候分」での殺生許可を求めたものである 410 

これに対して、横井家側は、早尾村はじめ村々

の庄屋を赤目屋敷に呼び出し次のように申し渡

している。

〔史料6〕

其村々、水損之場所ニ付、御高内追々堀禿令

重田、植付等取斗候得共、深水之年柄ニハ、

皆無之凶作、難渋之村方ニ市、右堀江通ニ雨、

平生魚紗を捕令渡世侯者、数多有之候処、今



度屋敷鷹場ニ拝領有之候付、殺生難相成令迷

惑候付、右堀江通之分、村方l5も殺生致度旨、

右ハ池川江通之儀、全魚殺生而己江付候訳ニ

も無之、鳥殺生之儀ハ、御高内外之差別も無

之、左候得ハ、右江通たりとも、同様の事ニ

ノ＼候得共、村々難渋之趣も無余儀訳ニ相聞候

付、分段之勘弁を以、池川悪水落之江通り、

重田跡たりとも悪水為模通兼、堀禿候分、右

池川江通り等江堀懸り候分共差除、其余之分

ノ＼村方l5も勝手次第殺生不苦候事、

但、本文殺生之儀、九月朔日広四月朔日迄

ハ、夜殺生不相成、可為日之入限候、

十一月 42

ここでは、まず「池川江通」について、魚の殺

生ばかりを禁じているのではなく、鳥殺生につい

ては高の内外に関わらず一切禁止となっている

ことを横井家側が確認をしている。つまり、高外

地であっても、鷹場の領域に含まれる場所につい

ては、鳥の殺生は禁止されることになる。ただし、

村方が困窮していることをふまえ、「右池川江通

り等江堀懸り候分共差除、其余之分ハ村方l5も勝

手次第殺生不苦候事Jと殺生の許可をしている。

ただし 9月 1日から翌4月 1日までは夜の殺生

は禁止としており、種々の条件付きながら、堀禿

の場所については紗猟が許可されていた。

次に、烏猟についても許可される場合があった

ことを指摘したい。先の早尾村など9か村の庄屋

が、当年 10月から翌年3月まで「夜之内斗あぢ

烏」の捕獲を願い出ている。村側は、「元来地低

水腐之場所」であるため農業の合間に殺生渡世を

している者が多くおり、近年に鷹場となったこと

と凶作が重なって難渋していると主張している。

その願書の写のあとには、次のように書かれてい

る。

〔史料7〕

其村々元来地低水腐之場所ニ市、作間ニハ令

殺生、渡世を送り候者、多分有之候処、近年

屋敷鷹場ニ相成候付、殺生難成難渋罷在侯上、

引続市之凶作、差当り外ニ渡世之手便も無之
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必至難渋之趣相聞、笑止之事ニ付、江通リ等

おゐてハ村方l5も魚殺生差免、少しハ窮民助

成之筋ニも相見候処、当年ハ四月以来之深水

ニ而、三作皆無古今未曽有之凶作、殆難渋差

迫候趣相関不便之事ニ付、猶又格外之勘弁を

以、当十月三7来酉三月迄之問、張網之外ハ村

方宕も夜、鳥殺生差免候事、

十月 43

岩田は、引き続いての凶作という状況を痛まし

いものと捉え、さらに当年は4月からの水害によ

って未曽有の凶作となっている状況に鑑み、今回

は張網以外の烏殺生を許可するとしている。条件

付きではあるが鷹場内における烏殺生を生業保

全の見地から許可していたことが知られるので

ある。

②狩猟許可の矛盾

本来、鷹場という環境においては百姓による烏

殺生は許されないものであるが、水害による凶作

という状況にあっては、鷹場領主側も柔軟に対応

してし、かざるをえなかった。

〔史料8〕

戸倉村七右衛門儀、末ニ結付置候図面之

通、葛木村地内おゐて、窮民共御助成之

為、賛立殺生御免被成下候様仕度旨、

演説相願之、尤、村方何方ニ故障之筋も

無之旨等申立候、右者一筋ニ見込候而ハ、

赤池魚付之差障リニ可相成哉ニ候得共、

尚、篤与相考候而ハ、右赤池之辺ハ、至

而地低ニ而一面ニがま生、四季共大方ハ

水付ニ有之、赤池おゐてハ、こへ土乗取

候付、魚付不宜、がま生江居付事ニ雨、

右池外、がま生之儀ハ、村方l5も勝手次

第、殺生相済居候場所ニ有之、其上何ら

之殺生ハ不相成与之究も無之候付、不相

済与之儀も、如何ニ相見、乍去外村々江

押移一般賛立願出侯様ニ相成候而ハ、場

所ニ寄魚付江差障リ、是又如何ニ相見候、

七右衛門ハ御鷹場御模通筋ニも相成侯



者ニも有之、右之通、今般取斗候賛立之

儀ハ、がま生之魚井落魚目当ニ而取斗事

ニ市、落魚之儀ハ、右賛立無之週、赤池

ニ居付候訳ニハ不相見、詰リ戸倉村大賞

立江落込侯訳も可有之哉、旦又、登リ魚

江付市ハ、図面之通僅之魚堰ニ、戸倉村

賛立ハ、川一般ニ口育にて、魚堰入候得

共右賛立取斗ニ相成侯、以後ニ而も、御

Jr I々、魚付ニ何等差別も不相見候付、強

市差障リニも不相成哉、乍然、魚筋と申

も有之、見聞とハ相違も有之事ニ付、当

年限先々相済表向ハ御用殺生ニ市、諸事

取斗之儀ハ七右衛門江被

仰付候振ニ相成候ハ＼外村々、差響ニも

不相成、向後之儀ハ当年之様子次第ニ雨

被

仰出候ハ、御模通筋ニも可有之哉与、小

弥太儀病気在所ニ引寵罷在候付、御用人

共迄申越及言上候処、其通可取斗旨被

仰出候旨、永井小左衛門店申越候付、左

之通済口申渡、御用殺生之振、可相心得

旨等之儀、別段具合申遣、賛立為取斗候

段為承知見廻リ江申渡44

この史料は、天保 11年8月に窮民助成として

行われた賛立殺生についてのものである。その場

所は葛木村地内にあり、殺生を認めたことによる、

赤池の魚棲息状況の変化が問題とされている。

赤池自体の魚棲息状況はもともと「不宜」と認

識されており、そのため池外で「がま生」の地に

おいては、殺生が認められていた。今回の助成の

ために、賛立で獲るのは「がま生之魚井落魚」で

あり、赤池の魚棲息状況に影響はあまりないと推

測されたようだ。

しかし、一度賛立殺生を認めると、他の村々か

らも同様の願を出される恐れがある。また、賛立

が「登り魚Jに与える影響は予測できないので、

まずは当年に限って殺生を認め、今後のことは様

子をみて決めるのが至当であるとの結論を出し

た。
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この内容は岩田より御用人へ具申され、 8月

21日に戸倉村七右衛門に対して次のように申し

渡された。それは、葛木村地内での賛立殺生を当

年に限って許可し、来年については追って沙汰す

るというもので、あった45 0 

ここでも、窮民助成のため「殺生jを主張する

村方に対して、一年限定ながらそれを許可してい

るのである。こうした動きが鷹場全体に広がるこ

とを危倶しながらも、現地の環境に与える影響を

勘案した上で、許可という結論に至ったので、あっ

た。

ただし、なし崩しのように狩猟の許可を与える

ことは、鷹場制度を崩壊させる危険性を苧んでい

た。次の史料には、岩田の危機感を見ることがで

きる。

〔史料9〕

葛木村地内ニ有之候池おゐて、右村平左

衛門始四人之者共、背殺生いたし候段、

別紙願達留ニ綴入侯通申達候、付市者、

七右衛門半左衛門広此分ニ被成下候市

者、己後御締江も差響候付、表立厳敷御

吟味相成候様仕度旨、演説申立候旨見廻

リ申達候、付而者、右淋之次第ニ相成、

其分ニ致置候而者、村々御締江も専差響

候付、吟味之儀、其筋江御達無之候市者、

不相成廉ニも相見候、併、背殺生御仕置

当リ之儀、至而事軽之由内々承及候、付

而者表立御吟味相成、軽キ御礼品等ニ相

成候而者、却市背殺生之者相増可申、是

又、御締筋崩れ之基ひにも相成候哉ニ相

見候、乍去、前文之通、表立訴出、其上

庄屋両人演説申立之趣、内分ニいたし置

候而者、是又、向後御締崩れ之基ひニ付、

何卒、今般背殺生之者も恐入、巳後御鷹

場一般之御締りニも相成候様、其筋おゐ

て勘弁之上、吟味為御取斗相成候様仕度

旨、御用部屋江申達46

この史料は、葛木村内の池で起こった「背殺生」

について意見を具申したものである。文面からは、



鷹場内の取締一秩序維持についての岩田の考え

を読み取ることができるD

戸倉村名主七右衛門らが違反者に対して「表立

厳敷御吟味Jを求めていることについて、その理

由はこうした事態を放置すれば以後の鷹場取締

に悪影響が出るからであり、岩田もこの考えに同

意している。しかし、横井家の意向は「背殺生御

仕置当リ之儀、至市事軽之由内々承及Jであり、

村・岩田側の認識とは大きな隔たりがあることが

わかる 47。本件が軽い処分で済めば、以後殺生

禁止の原則を犯すものが増加する恐れがあると

し、さらに庄屋たちからの申し出があるにも関わ

らず、この件を内々で処理すれば、これまた鷹場

秩序の崩壊を招くことになると述べる D そのため、

違反者が「恐入」、鷹場秩序を維持できるよう御

用部屋での取り計らいを求めている。

この岩田の危機感は、鷹場がもっ根本的矛盾が

表出したものである。鷹場による秩序を保ちなが

ら、どのようにして民衆の生業を成立させるのかロ

鷹場に設定されることがすぐに禁猟に結びつく

もので、はなかったことを本節で明らかにしたが、

この事実は、鷹場制度が持つ’性格との聞に矛盾を

生じさせることにもなったのである。

そしてこの矛盾こそが鷹場領主の性格を表し

ている。もし知行地を有していれば給人領主とし

て、年貢を軽減するなど窮民の生活を維持してい

く手段を他にも有する。鷹場の規制によって民衆

の生活を危機に陥れたとしてもそれを回復する

手段は担保されているのである。しかし、純粋な

鷹場領主であれば、「御救jの方法48は限られて

おり、そのために鷹場の論理と矛盾することにな

っても、狩猟を許可していくことが窮民の生活保

障のために必要で、あったと考えられるのである口

4.殺生人の『定雇」化

本節では、横井家の狩猟にあたって、殺生人の

中から「定雇」となる者が出てくることを明らか

にしたい。これは、天保8年から 10年にかけて、

49 

①狩猟の手伝い、②鷹場内の殺生請負というこつ

の側面から現れることになる。

まず天保8年 12月に、横井虎之介の狩猟にあ

たって手伝が雇用されている D

〔史料 10〕

右御殺生之節、最寄之殺生人共、為手伝

雇入、其外望之者ハわけ殺生申付、大分

之御殺生有之候、右御雇之者江ハ、末ニ

相見候通、追而御酒代被下候、わけ殺生

之分ハ四分六分之割を以、殺生人江六分

被下候、尤、魚ハ不残為御持ニ相成候付、

代積リ申付置、是又、末ニ相見侯通割渡

候事49

この史料からは、葛木村赤池で、の殺生にあたっ

て、周辺の殺生人を手伝として雇用したことがわ

かるロこの者たちには酒代を支払い、また希望者

には「わけ殺生」を申し付けたとしている。その

漁獲の 6割が殺生人の取り分になる。

〔史料 11〕

虎之助様御事、近来、打網御好被遊候、

付市ハ来成年ニ相成候ノ＼＼折々沖江も

御越被遊度、就夫、御供可仕打網壱人、

とも乗相兼定雇之者、兼而為御引合置不

被遊候ノ＼而ハ、差懸リ候市ハ、可相雇者

も無之由ニ付、為御引合置被遊度候、右

定雇之儀、賃銭被下方、いろいろ割合も

有之候得共、折々被為雇入候ハ＼御扶持

方壱人分被下、四季押ならし、一ヶ月ニ

五度ツ＼御供為仕、右御供仕候節ハ、当

日支度斗被下、別段賃銭等ハ不被下筈引

合候ノ＼＼御模通筋ニも相見、幸此節東水

戸町武兵衛与申者、随分功者ニ而宜者之

由ニ候処、松永多仲知者ニ而、定御雇之

儀、同人迄相願候由ニ付、此節、為御引

合被遊度、右御許容被進候ハ＼御場内御

殺生被遣候而も、御模通筋ニも可相成哉

之趣、小弥太を以御願被遊候付、則申上

候処、御願之通御許容被進候、付而ハ御

扶持方之儀、御慰御用ニハ侯得共、御扶



持方江付而者、御勝手御入用ニ相成、士

貢無之釣合ニも相見侯付、御勝手方江申

談候様ニ与之御事ニ付、其段御勝手方江

申伝、武兵衛江ハ多中広引合候様同七日

申談置50

この史料からは、天保8年 12月、横井虎之助

の猟にあたって打網・とも乗として水戸町武兵衛

を定雇としていることがわかる。扶持は一人分が

与えられ、 1か月に五度ずつ務めることとしてい

る。これによって、その都度賃銭を支払う必要が

なくなるとし、主に事務的な手続きの問題として

定雇化が図られたことが窺われるD

〔史料 12〕

御場内御川殺生取斗方被

仰付、勢州富田大網主与七与申者江申付、

魚わけニ市取斗候、右割合之儀、手伝人

三人差出、殺生人ハ自分雑用ニ市五分分、

魚上納之筈候、右諸勘定左之通51 

この史料によれば、天保 10年の正月、伊勢国

富田の大網主である与七が「御場内御川殺生取斗

方」を命じられたことが分かる。与七は手伝人三

人を使って猟を行い、収獲の半分を上納し残り半

分を自分の取り分としている 52。勘定の記載か

らは、葛木村赤池など4か所の池で猟を行い、大

綱手伝人足延べ九人分の雇代や酒代などの経費

が計上されている。

〔史料 13〕

葛木村赤池寺池、早尾村宮浦之池共三ヶ

所、勢州富田与七与申者江大網殺生申付、

右者人足支度共無構、六分分殺生人江遣、

四分分、上魚いたし候筈ニ市申付候処、

八貫七百五拾文分殺生有之候事53 

この史料は、同年 12月の収穫の分配状況を示

したものである。史料中では大網主与七の取り分

が全体の 6割となっており、正月の時よりも増加

していることが知られる。この理由は定かではな

いが、殺生人側へ譲歩したものと思われる。

以上のように、天保8年以降、猟にあたって定

雇となる者が現れるようになった。このような請
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負や定雇の者が出てくることは、猟の安定化に寄

与する一方、地域に住む者たちの生業維持の面か

らも意味があるものであったと考えることがで

きょう。

おわりに

本稿では、天保5年～同 13年を対象とし、尾

張落士である横井家の鷹場と民衆の生活とがど

のように関係していたのかを検討した。その結果、

横井家の鷹場においては民衆の生活に悪影響を

与えないよう常に配慮がなされていたことが明

らかになった。その軸は、①横井家中の者による

鷹狩りという行為が民衆の「迷惑」とならぬよう

に配慮をすること、②民衆の生業を保持し、決し

て鷹場の存在がその脅威とならないようにする

ことの二点にあった。

鷹場では通常、民衆による狩猟は禁止または制

限を受けるもので、あったが、横井家鷹場において

もそれは同様で、あった。しかし、実際には漁猟は

勿論のこと、烏猟ついても一定の条件の下で許可

されていたのである。その主眼は窮民の生活保障

で、あった。また服喪によって狩猟を控える期間に

ついては、横井家よりも民衆の方が短期間で、あっ

たことを明らかにしたD

さらに、横井家の漁猟にあたって打網などを定

雇とすること、さらには漁猟そのものを請負わせ

ることによって、鷹場が地域の人々の生業を補助

する役割も果たしていたことを指摘した。

こうしてみてくると、横井家の鷹場は従来示さ

れてきた鷹場像とは大きな隔たりがあることが

明らかになってきた。ここでは民衆の生業が第一

に考えられており、鷹場のために民衆の狩猟が一

方的に規制されるわけで、はなかったのである。

「はじめに」で述べたように、このような関係

は、従来の研究においては領主と民衆との互酬的

な関係としてとらえられてきた。しかし、本稿で

みてきたように、鷹場領主としての横井家の施策

は民衆の生業を維持しようとしたものであり、領



主としての「御救」として捉えるべきである 540 

本稿では、「生活者としての民衆」の立場から

鷹場を捉えなおし、また個別領主権の視点を導入

して鷹場制度の新たな性格を見出すことを試み

たD 今後は、村落史、藩政史の立場からもこうし

た視点から鷹場が再検討されていくことを期待

したい。

なお、本稿では、横井家の鷹場が再設置された

時期を中心に検討したため、天保 13年以降の動

向55については触れることができなかった。ま

た天保5年から同 13年までの期間において、横

井家による漁猟が行われていることは確認でき

たが、自らの鷹場で鷹狩りをどのように行ってい

たのかは判然としなかった。横井家の狩猟行為の

全容を明らかにすることも今後の課題としたいロ
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